
暮
ら
し
の
相
談
・
お
困
り
ご
と
は
社
協
へ
！

総
合
相
談
所
の
お
知
ら
せ

心
配
ご
と
相
談

　（
法
律
専
門
相
談
）

宍
粟
防
災
セ
ン
タ
ー

10
月
19
日・26
日（
金
）

11
月
2
日・9
日・16
日（
金
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時

※
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
山
崎
支
部	

6
2
ー
5
5
3
0
）

無
料
弁
護
士
相
談

　

平
野
晃
子
弁
護
士（
神
戸

市
・く
す
の
き
法
律
事
務
所
）

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
で
す
。

●
千
種
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

11
月
14
日（
水
）

午
後
１
時
～
４
時

● 

一 

宮
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

11
月
28
日（
水
）

午
後
１
時
～
４
時

○
1
件
30
分　

　
定
員
6
名
（
各
セ
ン
タ
ー
）

○
事
前
に
電
話
予
約
が
必
要

で
す
。

○
先
着
順
で
受
付
け
ま
す

が
、
初
め
て
利
用
さ
れ
る
方

を
優
先
し
ま
す
。

○
申
し
込
み
：
社
協
本
部

　
（
電
話
7
2
―
8
7
8
7
）

毎
週
月
～
金
曜
日

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
午
後
５
時
30
分

　

常
時
、社
協
各
支
部
の
窓
口

で
、介
護
に
関
す
る
相
談
や
苦

情
、福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
相
談

を
受
付
け
て
い
ま
す
。

　
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

介
護
・
福
祉
相
談

宍
粟
防
災
セ
ン
タ
ー

11
月
1
日
、15
日（
木
）

午
後
1
時
30
分
～
4
時

結
婚
相
談

※
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。相
談
は

い
ず
れ
も
無
料
で
す
。市
内
に

お
住
ま
い
の
方
が
対
象
で
す
。

　私は現在70歳です。夫は数年前に他界し、夫との間に子供はおらず、ひとり暮らしをしています。
将来、自分が認知症になり、判断能力が低下して預貯金の管理等ができなくなったらと考えると、最近、
不安を感じます。今のうちに、将来に備えてできることはあるでしょうか。

　このような場合、任意後見制度の利用が考えられます。（法定後見制度については、「こんにちは！社協で
す！！ 2011 年 8 月～ 12 月号」をご覧下さい。）
　任意後見は、判断能力が不十分になった場合に備えて、予め、本人が任意後見人になる人を選び、その人と

の間で公正証書により任意後見契約を締結し、契約の中で任意後見人に与える代理権限を定めておき、本人の判断
能力が不十分になって家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその契約の効力が生じるものです。任意後見
監督人は、文字通り、任意後見人を監督する人であり、任意後見人の権限濫用を防止するために選任されます。
　本人の判断能力が低下する前に、財産管理を任せる相手を自ら選び、任意後見人に与える代理権限も契約で定め
ることができる点で、自己決定を尊重した制度であると言えます。
　また、本人の判断能力が低下しておらず任意後見契約が発効していない間でも、例えば、足が弱って外出が困難
になったため、財産管理等を任意後見人になる予定の人に任せたいと考える場合が有り得ます。その場合は、任意
後見契約だけでなく、財産管理等に関する委任契約も締結し、任意後見契約が発効する前は委任契約に基づく財産
管理等が行われ、判断能力が不十分になって任意後見監督人が選任されたら、任意後見に移行する方法があります。
もっとも、このような移行型の場合、任意後見契約の発効前は、任意後見監督人はいませんから、財産管理が適切
に行われているかどうかを、財産管理等の受任者に対して報告を求める等して、本人自ら注視することも大切です。
　専門家に任意後見人をお願いしたいけど誰にお願いすればいいか分からない場合、任意後見契約の内容について
詳しく知りたい場合等は、弁護士会へご相談下さい。
　　　　　●	兵庫県弁護士会	高齢者・障害者総合支援センター　電話	078-341-0550

【くすのき法律事務所（神戸市）　弁護士　平野晃子】

8月号のいきいきライフの西家さん。がんばってほしいです。地元から出られるのはとてもうれしいですね。
こんな身近な事を又是非紹介してください。（山崎町　女性）

読者の
感想より

このコーナーでは、皆さまからの
相談や質問を受付けています。

◎郵便、または FAX で　
◦〒671-4137 宍粟市一宮町閏賀300　宍粟市社会福祉協議会
◦FAX ０７９０-７２-８７８８
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将来認知症になって、お金の管理ができなく
なるんじゃないかと不安に思っています。

今 月 の そ う だ ん
権利擁護の
そうだんコーナー
権利擁護の
そうだんコーナー

け ん り よ う ご
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